
白岡市手数料条例の一部を改正する条例 新旧対照表  

 

           新 

 

 

           旧 

別表（第２条関係） 

手数料を徴収する事務 手数料の金額 

(1)～（３１） 略 略 

（３２）  建築基準法第７

条第１項又は第１８

条第２０項の規定に

基づく建築物に関す

る完了検査 

略 

（３３） 建築基準法第８８

条第１項において準

用する同法第７条第

１項又は第１８条第

２０項の規定に基づ

く工作物に関する完

了検査 

略 

（３４）～（８４） 略  略 

備考                      

１～７ 略 

 

別表（第２条関係） 

手数料を徴収する事務 手数料の金額 

(1)～（３１） 略 略 

（３２）  建築基準法第７

条第１項又は第１８

条第１４項の規定に

基づく建築物に関す

る完了検査 

略 

（３３） 建築基準法第８８

条第１項において準

用する同法第７条第

１項又は第１８条第

１４項の規定に基づ

く工作物に関する完

了検査 

略 

（３４）～（８４） 略  略 

備考                      

１～７ 略 

 

 

 


